
別添独立行政法人等２Ｂ
独立行政法人等が扱う申請・届出等以外の手続で平成１５年度までにオンライン化実施方策提示が困難な手続

年号 年 番号 条 項 号 附則

介護支援専門員登録証明書の交付 介護保険法施行令 2 4 10 412
35の

2
2 3 4 交付された証明書を第三者に提示する必要があるため。

手続数合計 1

根拠条項

手続
類型

備考

オンライ
ン化でき
ない理

由

手続名 根拠法令名
法令
種別

法令番号

注１）　本表は、平成１５年度までにオンライン化実施方策を提示することが困難であるものについて記載している。
　 ２）　「オンライン化できない理由」欄には、「申請時に電磁的記録に代えることが困難な現物の提示を要する場合」は「１」、「申請者への対面審査
　　　（出頭の義務付け）を要する場合」は「２」、「その他の場合（手続の性質によりオンライン化条件整備ができないものに限る。）」は「３」、「オンラ
　　　イン化条件整備はするが、平成１５年度までに実施困難な場合」は「４」と記述している。
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